
平成２４年１０月９日

証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）による

「石油価格報告機関に関する原則」の公表

平成２４年１０月５日、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ※)が、石油価格

報告機関による価格算定の信頼性向上を目的とした「石油価格報告機関に関

する原則」を公表しました。

経済産業省は、本原則について、商品取引所や石油価格報告機関に該当し

うる者等の関係機関に周知を図るとともに、本原則の遵守状況等について評

価を行うＩＯＳＣＯでの議論に、積極的に参画してまいります。

※ＩＯＳＣＯへは、経済産業省、金融庁、農林水産省をはじめ、米国商品先物取引

委員会（ＣＦＴＣ）、英国金融サービス機構（ＦＳＡ）等が加盟しています。

１．本原則の背景

ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）は、石油価格報告機関※による価格算定

の信頼性向上のために「石油価格報告機関に関する原則」を公表しました。本

原則は、平成２３年１１月のＧ２０カンヌ・サミット最終宣言等を受け、ＩＯ

ＳＣＯが、平成２４年３月に公表した「石油価格報告機関の機能及び監督」に

関する提言書（案）に寄せられた意見・情報を踏まえて、国際エネルギー・フ

ォーラム（ＩＥＦ）、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）及び石油輸出国機構（Ｏ

ＰＥＣ）と協調して、策定したものです。

※価格報告機関とは、現物やデリバティブ市場における取引価格又は将来時点における価

格の算定値を報告する出版社や情報プロバイダー。

「石油価格報告機関のための原則」原文へのリンク：

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdf

２．「石油価格報告機関のための原則」の主な内容

本原則は、石油デリバティブ取引で参照されている価格を算定している価格

報告機関が、算定価格の信頼性向上のために自主的に実施すべき事項を定めて

おり、概要は以下のとおりです。なお、本原則は、石油に限定されることなく、

コモディティ全般への適用が推奨されます。

①価格算定に用いる基準、手続き等の開示

②価格算定方法の変更手続きにかかる透明性の確保

③約定価格の価格算定への優先採用



④情報収集における公正性確保

⑤価格算定者の適格性確保

⑥価格算定者の内部監督

⑦価格算定過程に関する情報の記録保管

⑧価格算定部門と他部門又は外部関係者との利益相反の回避

⑨苦情処理手続きの規程化

⑩関係規制当局への価格算定過程に関する情報提供等

⑪本原則の遵守状況に関する外部監査の実施及び公表

３．ＩＯＳＣＯによる遵守状況評価及びその結果に応じた対応

ＩＯＳＣＯは、ＩＥＦ、ＩＥＡ及びＯＰＥＣと協調しつつ、今後１８ヶ月の

間、価格報告機関による本原則の遵守状況及びその影響について評価を行いま

す。その結果、遵守が不十分又は本原則の目的を達成するために更なる措置が

必要と認められた場合、ＩＯＳＣＯは、価格報告機関の監督を改善するための

提言（適切な当局による直接的な規制等）を検討することとなっております。

（参考）

●G20 カンヌ・サミット最終宣言（平成２３年１１月）

56.価格報告機関が石油市場の適切な機能のために果たす役割を認識しつつ，我々は，証

券監督者国際機構（IOSCO）に対し，IEF，IEA，及び OPEC との協調の下，2012 年の年央ま

でにその機能及び監督を改善するために財務大臣に提言するよう準備することを求める。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/cannes2011/declaration_ky.html

●G20 ロスカボス・サミット首脳宣言（平成２４年６月）

62．（略）我々はまた，2012 年 11 月に，他の委任された機関（IEF，IEA 及び OPEC）との

協働の下に作成される，IOSCO による価格報告機関の機能及び監視の改善のための提言に

期待し，財務大臣に対し，この分野に関する具体的な措置を必要に応じて講じるよう任務

を課す。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/loscabos2012/declaration_j.html

（本発表資料のお問い合わせ先）

商務流通保安グループ 商取引・消費経済政策課長 石崎 隆

担当者： 瀬田

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４２１１）

０３－３５０１－６６８３（直通）


